
平
成
七
年
総
理
府
令
第
三
十
一
号

沖
縄
県
に
お
け
る
駐
留
軍
用
地
跡
地
の
有
効
か
つ
適
切
な
利
用
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
に
基
づ
く
給

付
金
及
び
特
定
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
省
令

沖
縄
県
に
お
け
る
駐
留
軍
用
地
の
返
還
に
伴
う
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
七
年
政
令
第
二
百
五
十

二
号
）
第
二
条
第
二
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
沖
縄
県
に
お
け
る
駐
留
軍
用
地
の
返
還
に
伴
う
特
別
措
置

に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
総
理
府
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
給
付
金
支
給
申
請
書
の
提
出
時
期
）

第
一
条
　
沖
縄
県
に
お
け
る
駐
留
軍
用
地
跡
地
の
有
効
か
つ
適
切
な
利
用
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令

（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
給
付
金
支
給
申
請
書
は
、
所
有
者
等
（
沖
縄
県
に
お
け

る
駐
留
軍
用
地
跡
地
の
有
効
か
つ
適
切
な
利
用
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
七
年
法
律
第
百
二
号
。
以

下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
所
有
者
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
引
き

渡
さ
れ
た
土
地
を
使
用
し
、
収
益
し
、
又
は
処
分
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
土
地
を
使
用
し
、
収
益
し
、
又
は

処
分
し
た
日
以
後
九
十
日
以
内
に
、
所
有
者
等
が
引
き
渡
さ
れ
た
土
地
を
使
用
し
、
収
益
し
、
又
は
処
分
し
な
か

っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
法
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
引
渡
日
の
翌
日
以
後
一
年
ご
と
に
区
分
し
た
各
期
間
の
終

了
後
九
十
日
以
内
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

（
給
付
金
支
給
申
請
書
）

第
二
条
　
令
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
給
付
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載

し
、
か
つ
、
住
民
票
の
写
し
そ
の
他
必
要
な
書
類
を
添
付
し
た
給
付
金
支
給
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一
　
引
き
渡
さ
れ
た
土
地
に
係
る
施
設
及
び
区
域
の
名
称

二
　
引
き
渡
さ
れ
た
土
地
に
関
す
る
事
項

三
　
そ
の
他
必
要
な
事
項

２
　
前
項
の
給
付
金
支
給
申
請
書
の
様
式
は
、
別
記
様
式
の
と
お
り
と
す
る
。

（
権
限
の
委
任
）

第
三
条
　
令
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
防
衛
大
臣
の
権
限
の
う
ち
、
次
の
各
号
に
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
沖

縄
防
衛
局
長
に
委
任
す
る
。
た
だ
し
、
特
に
異
例
な
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
都
度
、
防
衛
大
臣
の
承
認
を
経
る

も
の
と
す
る
。

一
　
給
付
金
支
給
申
請
書
の
提
出
を
受
け
る
こ
と
。

二
　
支
給
す
べ
き
給
付
金
の
有
無
を
調
査
し
、
決
定
す
る
こ
と
及
び
給
付
金
を
支
給
す
べ
き
場
合
は
、
そ
の
額
を

決
定
す
る
こ
と
。

三
　
申
請
者
に
対
し
て
通
知
す
る
こ
と
。

（
特
定
給
付
金
）

第
四
条
　
特
定
給
付
金
（
法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
特
定
給
付
金
を
い
う
。
）
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
第
一
条
か
ら

前
条
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
条
中
「
法
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
引
渡
日
」

と
あ
る
の
は
「
法
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
準
日
」
と
、
「
各
期
間
」
と
あ
る
の
は
「
各
期
間
（
一
年

未
満
の
期
間
が
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
一
年
未
満
の
期
間
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
平
成
七
年
六
月
二
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
八
月
一
四
日
総
理
府
令
第
九
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平

成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
一
〇
月
二
日
内
閣
府
令
第
六
一
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
六
月
二
七
日
内
閣
府
令
第
七
〇
号
）

こ
の
府
令
は
、
平
成
十
五
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
一
月
二
七
日
内
閣
府
令
第
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
一
月
四
日
内
閣
府
令
第
二
号
）

こ
の
府
令
は
、
防
衛
庁
設
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
百
十
八
号
）
の
施
行
の
日

（
平
成
十
九
年
一
月
九
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
八
月
二
〇
日
防
衛
省
令
第
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
防
衛
省
設
置
法
及
び
自
衛
隊
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
八
十
号
）
の

施
行
の
日
（
平
成
十
九
年
九
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
三
月
三
一
日
防
衛
省
令
第
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
六
月
二
六
日
防
衛
省
令
第
四
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
元
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
を
使
用
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
必
要
に
応
じ
、
各
様
式
中
「
令
和
」
と
あ
る

の
は
「
平
成
」
と
す
る
修
正
を
加
え
た
も
の
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
一
月
二
九
日
防
衛
省
令
第
一
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）

に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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別
記
様
式
（
第
２
条
関
係
）

別記様式（第２条関係）

給付金支給申請書

年 月 日
防衛大臣 殿

申請者 住 所

電話番号

氏 名

沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法
（平成７年法律第１０２号）第１０条第１項の規定に基づき、下記のとおり給付金の
支給を申請します。

記

１ 引き渡された土地に係る施設及び区域の名称

２ 引き渡された土地に関する事項

使用、
収益又

所 在 地 地 目 面 積 給 付 金 の 支 給 対 象 期 間
は処分
の有無

年 月 日から㎡ 年 月 日まで

年 月 日から㎡ 年 月 日まで

年 月 日から㎡ 年 月 日まで

年 月 日から㎡ 年 月 日まで

年 月 日から㎡ 年 月 日まで

３ その他必要な事項

添付書類：１ 住民票の写し（法人の場合にあっては登記事項証明書）
２ 引き渡された土地に係る登記事項証明書
３ 引き渡された土地を使用し、収益し、又は処分した旨の申告書
４ その他必要な書類

備 考：１ 申請者の住所、電話番号及び氏名は、申請者が法人の場合にあっては、その
法人の主たる事務所の所在地、電話番号、名称及び代表者の氏名を記載する。

２ 「地目」欄には、登記簿による地目を記載する。
３ 住民票の写しについては、他の手段により所有者等が確認できる場合は、
その添付を省略することができる。

４ 引き渡された土地に係る登記事項証明書については、地方税法（昭和２５
年法律第２２５号）第３４１条第１０号に規定する土地課税台帳の写しに代
えることができる。

５ 所定の欄に記載することができないときは、別紙に記載の上、これを添付
する。

６ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。
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